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○

ﾃﾚﾎﾝｶードの配布費用

Q:当社では、
ー

プ レホンカードに自社の広

告を印刷して配布しようと考えています。

このテレホンカードの1枚当たりの購入費

用は、額面金額1,000円に印刷代約300円を加

えたものになりますが、交際費になるのでし

ようか。

ヱヘ：広告宣伝費として処理できます。

【解説】

｢多数の者に配布することを目的とし主と

して広告宣伝を意図する物品でその価額が少

額であるもの」の配布費用は広告宣伝費とし

て認められ、交際費に該当しません。
ー

プ レホンカードが物品といえるかどうか疑

問ですが、自社の広告等を印刷して粗品や名

刺代わりに多数の者に配布するような場合で、

そのテレホンカードの額が少額であるなら、

広告宣伝費として認められています。
ー

プ レホンカードは、500円のものと1,000円

のものが販売されていますが、広告宣伝費と

して少額と認められるのは、1枚当たりの単

価が1.000円以下というのが目安のようです。

ご質間のように、
ー

プ レホンカードに広告を

印刷しますと200円から300円程購入価額がア

ツプしますが、定価で1,000円以下として判

断すればよいでしょう。

したがって、ご質問の場合、テレホンカー

ドの制作が広告宣伝を目的とするもので、多

数の者に配られるのであれば、広告宣伝費と

して処理できます。


